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f韓併i事裏~籍生と拡大-J的説訂プランと盟業実輔の章子軒

一一一『戦争違法化体制」による教育内容・教材の再構成一一一

奥 山 ;友寅

(北海道大学大学院教育学院修士課程)
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授業プラン

自置 はじめに

撃者は2008年に， r満州事変~発生と拡大-J(以ド r08プランJとする)の教育内容およ

び教材の構成を行い，授業プランを作成して授業実践を行った{詳細は拙稿「満州事疫をどう

教えるか一教育内容・教材構成と授業実践の分析ーJ

プランは，子どもの「戦争史の科学的認識の形成J'を主たる目的とし，主に江口三量ーの「三

面的帝国主義論Jt1:依拠して，満州事変の発生と拡大の要図を説明したa 実験記録からも分か

るように，生徒たち{高校3年生}は授業に能動的に参加し，満州事変という史実に対する

認識をある程度構築して， r楽しかったJrもっと知りたいJといった感想を記述した。しかし
一方で，授業後の分析・検討の結巣， 08プランは大きな問題点を手ぎしていることが明らかに

君主った。

以とより，本稿では， 08プランの問題点を抽出し，それを修正することで作成した新たな

プランの実践とその課題を述べる.1主撃寸告は， 08プランの課題と改訂の方策を提示する。 2掌

1泉I[j友康「満州事変をどう教えるか一教育内容・教材構成と授業実践的分析一Jr教授学的探究』第26号
(2009) p2 
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教授学的探我，第27号

では，新たな教育内容を構成するための土台となる「戦争違法化体事むという歴史学研究につ

いて説明する。 3章では， 2章を踏まえて教脊内容および教材の再構成を行弘 4主撃では，新

たなプランの授幾実践記録とその分析を行弘 5章では，今後の害義組を述べる。

1 関プランの課題と改訂に向けた指針

08プランは，江口の二面的帝国主義論に依拠し，ベルサイユ置ワシントン体制に順応する

立場である政府の協調外交志向と，米英に対する依存を克織するためにアジアでの自給自足圏

を確保しようとする陸軍の『アジア・モン盟一主義Jの対立という構造を描いた。これを前提

とし，満州事変の際に政府が不拡大方針を出したものの結果的に軍部に追従したというのが

08プランの骨子である。しかし，この対の構磁"は，政府が最終的に際箪の方針へと収数

していった原因を説吸できているとはEまいがたい§現に生徒は，政府(および天皇}の行動?と

対し「パカだJrもっと考えればよかったのにJなどといった発言をもらしていた。
たしかに，当梼の日本の行動をI過ちjだったと理解し，当跨の日本人を「態語りだったと認

識することは重要であるし，必要である@その時代の社会システムなどを現代のものと比較し，

何が優れたものであり，何が問題ゼあるか安思考すること，あるいは現代から当時の人間が選

v4尋た選択肢を分析し，それを現代に当てはめて教訓を得ることなどといった「外側」から歴
史を見つめる視点を養成することは歴史教育の大きな意義である。けれども，このような認識

のみでは，歴史の認識としては不十分ではないか@なぜなら，我々は過去の歴史がいかなる結

束を迎えたのかを知っているからだ.だが， 1931年の識州事変勃発に欄わった人間たちは，

未来にこのような破滅的な結嫌が訪れようとは想縁もしなかったにちがいない。山築主義篠は，

「どこに行き着くかという流れの大筋は分かったつもりで過去を振り返る人びとと，一寸先は

閣の世界でわが身を賭けて試行錯誤を繰号返した人びと。荷者の潤には，決して越えることの

できない深い落差が横たわっているJ2と述べている。つま哲，現在の視点、から見れば，満州

事変を始ま哲とする 15年間の戦争は“愚かなこと"であり，戦争が開始された論理は“荒唐

無務なもの"である，あの戦争は明らかに侵略戦争であった。しかし，少なくとも当時の人間

たちは，目前で展開していく現実を，愚かだとも荒唐無稽だとも侵略だとも考えていなかった

ことだろう。指導者たちでさえ，もしこの未来を知っていたならば， r必死で戦争を回避した
であろうJ3とI[j，藍は述べる。したがって9 現在(=r外側J)からの視点のみによって過去の
戦争を理解し，さらに教献を読み取ろうとすることは，あま事に浅薄な作業である。加藤陽子

は，現在のあれこれの事象が『いつか来た滋』にあてはまるかどうかで未来の危険度をはかろ

うとする態度を「硬直約」だと指摘し r戦争に踏み崩す瞬間を支える論頚Jを王理解すること
が重要だと述べている{加藤2002)。また， JI j議も， r良い怒いは別にして，当時め11本がいっ

4 
たいどんなつも哲で，あのような行動を起こしたのか』 を理解することが重益重であると述べ

る。草壁史を「外側』のみによってとらえさせ， r内側』から考えさせることができなかったこ
とが偲プランの最大の問題であった。だが， r内側jからの視点のみであれば良いというわけ

2 (2∞4古川弘文館)p8 
3 (2∞4古JII弘文館)p9 
4 I[j室建徳 f大日本帝国的崩壊J(2004占JII弘文館)p9 
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「満州事変~発生と拡大-Jの富士訂プラン.!:授業業践的分析

でもない。この点について，和田悠が釣確にまとめているe

際史的な「意味j とは，懸史過程に即した主体的な「判断」によって見出されるものであ

る。①援史過程に郎するという意味では，現在とは異なる過去の挺史約条件を意識し，現在

と異なる歴史過程において生きられた人びとの経験や事件を考える作業が必要となる。と同

時に，それは，③主体的『判断」である以上，第極的には，現伐において意味が付与される

ことになる 5

特にE重要なのは. r現在とは異なる過去の歴史的条件を意識しj という部分である。とれが
「外側Jからの視点ということになるであろう。つま哲，優れた歴史の授業とは，その時代の

史実を現代の視点から分析する「外側Jからの視点と，当時の状況を可飽な限り的確に教え，

「自分がその時代にいたらどう考えただろうか」ということを思考させる f内側Jからの視点

を往復させるような授業のことであろうと思われる@和田はこれを「過去と現在の弁証法的な

往復運動fと表現しているo 09プラン作成にあたっては， r外側Jと「内iJIliJ双方の視点を
往復しながら歴史を認識することができる教育内容および教材の構成を行う必要がある。

したがって，政府が協調外受哉さ主導しながらも最終的に事変の容認というJir匂に向かったの

は，当時の政府の人間たちがどのような思考安行った結果からであったかということを，当時

の状勢を的機に提示したうえで生徒に認識させることが重要で・あろう。この点熱改訂プラン

において最も重視すべき点である@

この課題を克服する方策を示すのが，伊香俊哉の主張する『戦争違法化体制Jという概念で

ある。伊香は r戦争違法化体制」という枠組みから，政府の協調外交および不拡大方針は軍
部と対立的なものではなく，むしろ軍部と同一位があったと主張している。政府の側にも帝国

主義的な考えがあったとすれば，事変の際の政府の対応に納得のいく説明を与えることが可能

となる。すなわち，政府にも満蒙特殊権主主を維持・発展させていこうという考えがあり，また

「戦争違法化体制Jという世界の潮流に対し不織や認識の欠落があったために，関東軍の暴走

に対して強い態度で反対安示さなかったという説明が可能になるのだ。

以 kよ事，改訂プランの教育内容構成は，主に伊香の「戦争違法化体制Jという枠組みに依

拠し， r戦争違法化体制』と軍部ー政府(および国主主}の認識がずれていたことが事変の発生 a
拡大を誘引したという骨子を設定するa

2. r戦争違法化体制』と臼本の諸機闘の動態

伊替の言う「戦争違法化体制j とは，国際連盟規約およびその後の諸条約によって決められ

た戦争を禁止する体制のことを指す。国際逮量量規約では，第1申条によって鎖、土侵略戦争は禁

止され，第12条によって国際紛争を連盟理事会ー国際仲裁裁判・国際司法裁判のいずれかに

5 和悶怒「一九九0年代ー平和教育研究のー焦点一村井捧;輩出f平和教脊論iを検討する-J 2∞4年
5月号F品目

日 和問悠「一九九0年代.'1"和教育研究のー焦点一村井淳志的『平和教脊議』在検討するーJW教育』目閣4年

5月号p69
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教授学的探我，第27号

諮ることなく戦争に訴えることを禁止した。また，第13条では，国際裁判判決に服さない図

由主それに服した連盟国11:対して戦争をすることも禁止された。たしか民 ゐ部の戦争{例え

ば白荷戦争〕は合法的なものとして残されたが，伊香はこのような「戦争違法化体制J11:積械

的な評価を行っている。それは，

①論E理的に一定の戦争が合法的なものとして残されたとはいえ，連盟規約が一定の戦争を間際

訟上違法なものとし，禁止したことは間違いないこと

②そとで禁止された戦争は現実的には満州事変のような侵略戦争を包含しうること{逆に言え

ば連盟規約を遵守するならば侵略戦争は開始しえない法的状態が有:在するようになったこと)

③連盟規約に違反する戦争を開始した悶?と対して，連盟関が経格的昔話j裁と軍事的総裁を発動し

うること 7

の3点である。この F戦争遺主主化体制Jという観点について，伊香は以下のように述べている。

ゐ九二0年代の対中政策は，日本帝国主義の動態において捉えられるか，国際的にはワシ

ントン体制という枠のなかで論じられて曹たのである。そうした枠組みの研究華社いささかた

事とも否定する意図はないが，日本が満州事変に至らない道，日本が平和的発展を遂げる道

があったとすれば，ぞれはワシントン体制への瀬応ということ以上院戦争違法化体制への蹴

応に求められなければならないであろう。それはなによ習も侵略戦争を禁止するという衝で，

より詳細でよ号普遍的であったのは国際連盟規約であり，ワシントン諸条約ではなかったか。

前述したような戦争違法化体制が存在したうえ，議援の常任理事冒という地位にあった日本

が，満州事変という侵略戦争を政党内閣のドで拡大しえたのはなぜかということが，従米の

研究では十分説得的に説明されていないように思われる.

つま哲伊香は戦争違法化体制Jという枠組みの中で日本がどのように行動したのかを注

視することによ静，満州事変が発生・拡大した原因安説明することがで曹ると述べているので

ある。「戦争違法化体制に対する政党政治の態度は，若槻内閣の満州事変への態度と不可分の

関係にあったJ9のだ。したがって，日本の軍部および政府，国主主が『戦争違法化体制j をど

のように捉え，それをもとにどのように行動したのかを押さえていくこととする。

2-1 陸軍の国際法認識と対外戦略

関東軍は， r連盟規約がアメ 1);主のモンロー主義{アメヲカが中米に対して排他的支配権を
もっととを主張したもの}を容認し，不戦条約がイギリスの自国綴七外での武力行使を容認し

ていることを根拠に，これらの冨際法は明らかに大国の『弱小後進国にたいする或種の干渉を

是認するJものだとの見解を示した]'0。

7 (2002杏JII弘士舘)p6 

富 伊宅事後哉『近代H本1::戦争議法化体制j(2∞2書JII弘文館)ppo8-9 
g 伊香綾哉『近代日本1::戦争違法化体制j(2002古川忠文館)p宮

(2自由7吉!II弘文鎗)p117 
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「満州事変~発生と拡大-Jの富士訂プラン.!:授業業践的分析

陸軍中央は関東軍よりは『戦争違法化体制tiJを意識していたものの，これを軽視する姿勢を

示していた。陸軍中央の認識を象徴するのが，永凶鉄山!の認識である。 IIIW稔は永凶鉄山の認

識について以下のように説明している。

連盟は『国際武力の設定』に至らず，紛争屈にたいして，その主張を『在げさせるJにた

る権威をもたない，したがって，連盟の行使しうる戦争防止手段はその実効性と効果におい

て大いに疑わしいe そのような超国家的権威をもたない速隠は，世界の乎和維持の『完全な

傑際たり得ない』といわざるをえない@永田はそう考えていた11

このように永留は，関家間における紛争の粟闘は大戦によって取哲除かれたわけではないと

判断しており，紛争が起こった際にそれをどのように解決するかに・ついて明確な方策が設定書

れたわけではないと判断していたのである。「もちろん永岡においても，戦争を積極的?と欲し

ていたわけではなく，平和が望ましく，永久平和の実現が湿懇であるとの見地に立っていた]"

が， f戦争違法化体制Jに対する評舗はかなり低かったと言える也 Lたがって，陸軍中交は

「米・英・仏などの対日経済制裁は恐るに足らないと判断して/'お号，武力制裁も経済制裁

も効般は薄いと考えていたと結論付けられる。

このように陸軍は， r戦争違法化体制』に戦争奇跡ぐカは無いと考え，とこれを鞍視する姿勢
をとった。彼らのねらいは，国家総jJ戦を遂行するだけの条件を整えることであったa 第一次

世界大戦によって日本の軍部は，ドイツの敗北の要問は経済封鎖にあ払これからの悶家総力

戦には資源の安定的な獲得が不可欠であると考えたo 1宮23年に改訂された帝国国防方針では

以下のように述べられている。

禍機種醸の重量腐は主として経済問題に在り，惟ふに大戦の愈j嬢癒ゆると共に，列強経済戦

の焦点たるべきは東亜大陸なるべし。蓋し東亜大陸は地域広大資源豊富にして他国の樹発に

侠つべきもの多きのみならず，区僚の人口を擁する世界の一大市場なればなり。楚に於て帝

国と俄留との潤に利害の背馳安来し，勢の趨くところに遂に干支総見ゆるに至るの虞れなし

とせず。而して帝同と衝突の機会最多曹を米間とす。 (f宇野間同防方針J)

陸海箪共通の仮想敵凶はアメリカとされてお払将来的f<::El米戦争となる公算が高いとみな

されていた。「この時期の箪関係者の作成した史料をみていると，経済封鎖を避け，総力戦に

勝ちぬくための資源の供給地として，第一に，<j.I国が線定されて/'いたことが分かる.

満州事変浅草寺に関東軍参謀だった石原発議は，これを打隣するための具体的な戦絡を練って

いた。 1928年 1月四 11，陸軍大学校教官であった石原発爾は，ある集会で fll米が両横綱と

な仇末輩之に従ひ，航空機を以て勝敗を一挙f<::決するときが世界段終の戦争Jと述べ，のち

の「世界最終戦論Jにつながる発言をした.さらに石原の話は以下のように続く。

11 )1181稔『浜口雄事と車問欽IlJJ(200語講談社遺書メチエ)p133 
12 (2日開講談社議事メチエ)pp.133-134 

13 (2007吉川弘Jl:t官)pll8 
(2冊2講談社現代新書)p21l 
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我等の戦争は， rナポレオン』の為したるが如く，戦争により戦争を義ふを本皆とせざる
べからず。却ち占領地の徴税物資兵穏により，出主E箪は自活するを要すq 支那軍閥を隷蕩，

土躍を一掃して其治安を維持せば，我精鋭にして廉潔なる矯躍まは忽ち土民のf副院を得て，艇

に以上の日約を達するを得ペし。 (r欧州古戦史講義J)

石原は援紡方針に従って，中間をめぐるアメヲカとの対設が日米戦争を引き起こすと考えて

お哲，中蛍全体を根拠地として戦争を続ければ，戦争によって戦争を養えると論じている。石

原がとのような構懇を抱けた理由として，加藤は2点指摘しているα

望号ーに，中国の情勢である。 192吉年4月，北部では，段談瑞がド聖子し，奉天派の張作震が

北京政府を支配した。何時期，南部では，爵民革命軍総司令に車主将した蒋介石が北伐を開始し

た。このような緊迫した状態が続いていた，

ような状泌を以下のように述べている。

露間の崩壊は天与の好機な聖母日本は目下の状態に於ては世界を相手とし東亜の天地に於

て持久戦脅行ない，戦争安以て戦争者養う主主義により，長年月の戦争により，良く工楽の独

立を完うし，国カを充実して，次いで来たるべき磯滅戦争を迎うるを得ベしo (r戦争史大観J)

「基本的に，満州事変を起こさせた動機は，ソ速の弱体なうちに講談をとっておき，北満州

までとっておけば，ソ速はしばらくは出てこられないという，石原の非常に業観約な見通し/5
であった。しかも， 1927年末に，帝京の菌民政府がソピエトと国交安断絶し，ソビエトはrj1

国から後退していた。したがって，満州事変は，ソ速の脅威;t中留のナショナリズムという事

態に対処するために起こされたように考えられがちだが，それは「付属約な問題であり，実際

の当事者の主観では，将来的な潤防上の必望書から起こされたJ"のである。ソ速に隠しては，

f日本側が南総州に加えて北繍州まで，すなわち東北四省(議総江省，吉林省，遼寧省，熱河

省一奥山)殺すみからすみまで占領してしまうことで，それまでソ漆(北満州}と日本{甫満

州}との勢力範囲を顕していた境界線を，一挙に実際の中ソ同壊まで押しあげてしまうことを

意味してい/'た18

以上のように，陰箪中央および関東箪は「戦争違法化体制Jを軽視し，関東箪は次の出家総

力戦の遂行のために，満州の獲得を闘策していたのである。

2-2 政府の協調外交のねらいと事覇軍への対話事

先述の通り， 08プランの最大の問題点は，政府と軍部の対立という枠組みでは繍州事変の

際の政府の対応を説吸できないことにあったα したがって，政府{幣皇室喜重郎)の進めた協調

外交がどのようなものであったかということをとらえ直す必要がある。

(2∞2講談社現代新瞥)1'1'.241-242 
16 加藤陽子『戦争的E本近現代史J(2∞Z講議栓現代草野管)p糊
17加藤陽子『敬争由日本近現代史j(2∞2講談持現代新書)p凶器
18 '/速について，内戦米朔に550万だった兵力が28年には63万になったと関東軍は知っていた
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